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申

資料の解盤だュ::纂な二(も戦轟券:紗■1を|がで暮,な鑢 と|ま「 上記認定のとおり

である。」を加える.

第 1審原告の当審における主張に対する判断  ■■  ■ 1‐ |‐ 1‐ 11

(1)・ 第 1審原告は,第 1審被告らの本件書籍の執筆 1出版の目的は,1茸籠稔象

ではぉく,i南東大虐殺はまばろしというt政携尊ぶ鳳がガ遜
=盛
二̀裁衡鳳鳳蜘 こ

すぎず;1第 ■審被告東申野の執筆態度も考慮すると,1公益目的は認められな

いと主張するこ ‐

●しかし:|1第 ■審被告らが特定の政治的立場から,自 己の見解を正当化する .

目的で1■ 本件書籍を執筆|:発行 .したとしても:このことは,I‐ 公益量的と矛盾

するものではないという|がきであつて,.第 1審原告の上記主張は;1採用する

ことができない。また,上記引用に係る原判決の「第3 争点に対する当裁

判所の判断1の 3(1)イ に説示するとおり:1本件において,公益目的があると

.の認定を覆すべき事情は認められないぉ・  1 ‐■      ‐ ■・‐

さらに″第 1審原告は,本件書籍全体の執筆目的はともかく_本
写露

述に

ついては公益脅的は認められなぃと主張するょ      ll‐ |:‐

しかし,.本件記述は第 1.審被告東中野の執筆した本件書籍つ■部分である

から,1本件記述が本件書籍の他の部分とは異なる目的で執筆され.たなどの特

別の事情が認められなければ,´    おナ_]議基套益を,図、る.員■,聾`中、|や ?

と認虫ゑΩ五担嵐重ぬくLiそ して,本件記述について,上記のような特別の

事情は認められない。      1      ‐ ~      ‐

したがって,第 1審原告の上諄主張は,採用することがで,き ない。||

(2)第 1審原告は;第‐1審被告東1中野の悪質性,本件記述に真実性が
:完全に欠

如し,相当性も全く存在しないこと,本件書籍の出版によつて第1審被告ら
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いつたい誰のこどもなのであるうか」との問題を提起し、自己の推論を貫

ねた結果、「8歳の少女」はシア夫婦の子供でもイア共婦の子供でもなかつ

たとの結論に至つているところ、そうすると 「母の死体のある隣の部屋に

通つて行つた」とある 「母」はシアの要でもアマの書でもないことになる

が、被告東中野はこの 「母」に人数を示す固有の番号を付しておらず、こ

の 「母」はシアの妻かアマの妻かいずれかと理解している。これは明らか

に矛盾であり、理論に荘能を来たしているというほかはない。

通常の研究者であればこの矛盾を認識し、そこに至る推論の過程のいず

れに謀,りがあるかを検証し、結局はイで述べたと同様の可能性に思い至る

はずであるが、被告東中野は、上記矛盾J点には一切言及していない。
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1東中野の原資料の解釈はおよそ妥当な、

!というに値しないと言って過言ではな―‐― ―― ― ―/一一 一― ――

(3) 当 時 「8歳の少女Jが 原告ではないとの理解が一般的であったか

ア 甲 16、乙8、9に よると、本件書鮮が発行された当時存在した本多勝

一の 「貧困なる精神G集 」(平成3年 9月 25日発行)は 、アィルム解説

文の原文 「 The sol品ers then bayo■eted another sister Ofbetween 7

‐6,who was ttso in the rOo出・」の部分を 「同じ部屋にもうひとり、3

歳の抹がいたが、これも刺殺された。 」 (110買)と 訳して紹介し、笠

原十九司も 「南京鮮民区の百日」で上記書簿を引用し、「殺害されたのは

・・B彼らの7,8歳の女の子である。 」 (255買)と 粗述していることが

認められる (もつとも、本多勝一は、上記記述に関し 「 こ の『シア』一

家は、拙著『南買への道』に出てくる夏激琴さんお楊合の可能性もあるか

も知れない。 」 と注記している。)。

しかしながら、上記事実のみからは、当時 「8歳の少女」が原告ではな

いとの理解が一般的であつたとも、またアィルム解説文の 「7. 8歳にな

30

もとのlt言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではな
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